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〈論文〉

監査人の規模が地域銀行の貸倒引当金に及ぼす影響
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1. はじめに

本研究は， 地域銀行を分析対象として， 監査

人の規模 ( つまり. 監査事務所の規模)が特定

の債務者区分の貸倒引 当率に及ぼす影響を分析
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する。 従来の銀行会計は， 銀行法， 通達と行政

指導によって規制されていた ( つまり. 事前規

制型の金融行政)。 銀行は， 大蔵省通達である

「決算経理基準」と 「 不良債権償却証明制度」

のもと， 法人税法規定に 沿った 不良債権処理会

計が求められていた。 そのため， 資産査定 (つ

まり， 債務者区分と資産分類)は大蔵省が担当

し， 償却・引当の実務は， 法 人税法の繰入基準

の規定に則って， 法 人税法上の無税償却要件を

満たすものを中心に適用されていた。

1998年の早期是正措置制度の導入に 伴って，

資産査定と償却・引当制度が変更され， 外部監

査機能は， 本格的に監督メカ ニズムの一部に 組

み込まれている (例えば， 越智2007)。 新しい

制度のもとでは， 銀行自らが保有債権を， 正常

先， その他要注意先， 要管理先， 破綻懸念先.

実質破綻先および破綻先という債務者区分に 区

分したうえで， 企業会計原則等と各行が定める

基準に従って， 債務者区分ごとに貸倒引当金の

算定が実施される。 そして. 監査人による外部

監査を経て， 監督当局の金融検査によってその

正確 性が評定されるものとなっている。

しかし これまで日本の銀行業を 対象とし

て， 監査人の規模と特定の債務者区分の貸倒引

当率との関係は明らかにされていない。 会計基

準設定者 (監査人)の目的と監督当局の目的は

異なっている (例えば， Wall and Koch 2000 : 

日本経済新聞2004a ; Bushman and Landsman 

2010 ; Balla e t  al. 2012; Bushman 2014 :児 嶋

2015 ; Bushman 2016 ; Nico1e tti 2018)。 会計基準

設定者 (監査人)の目的は， 一般に公正妥当な

会計原則に準拠して， 適 正な貸倒引 当金を計土

して， 財務諸表の透明性に資する ことである。
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他方で\監督当局の目的は預 金者保護と金融シ

ステムの安定であるため， 保守的な貸倒引当金

の見積りが選好される。 外部監査は， 本格的に

監督メカ ニズムの一部に組み込まれており， 銀

行による内部統 制の整備・高 度化を前提 とし

て， 貸倒引当金の十分'性をモニタリ ングする役

割を担うことになっている。 そのため. 大手監

査事務所は， 監督当局の選好を内部化して， 顧

客銀行に保守的な会計処理を促す可能性がある

のである。

そこで， 本研究は， 監査人の規模が特定の債

務者区分の貸倒引当率に及ぼす影響を 分析す

る。 本研究の特徴は， 貸倒引当金の総額ではな

く， 特定の債務者区分の貸倒引当率に注目する

点にある。 日本の自己査定と償却・引当の特徴

は， 自己査定の債務者区分ごとに貸倒引当金の

種類と算定方法が定まっている点にある。 さら

に， 米国と同様に， 自己査定における各債務者

区分の債権額の開示はなされていないものの，

日本では， リスク管理債権と金融再生法開示債

権によって， 自己査定の債務者区分の債権額に

近似する債権額が開示されている。 そのため，

日本の設定においては， 各債務者区分の貸倒引

当率を推定できるのである。 与信 管理上. 債務

者区分の中でも， 特に， 要管理先と破綻懸念先

に対する貸倒引当金の算定は重要である。 これ

らの債務者区分においては， 金融支援を行って

いるものの， 今後も事業が継続することを前提

としているためである。 よって， 本研究は， 監

査人の規模が. (1)要管理先の貸倒引当率に及

ぼす影響と. (2)破綻懸念先の貸倒引当率に及

ぼす影響のそれぞれを検証する。

分析結果は， 中小監査事務所に比べると， 大

手監査事務所は顧客銀行に対して要管理先の貸

倒引当率を保守的に見積もるように促している

ことを示唆している。 他方で， 破綻懸念先に対

する貸倒引当率については， 大手監査事務所と

中小監査事務所との間に差を 見いだせなかっ

た。 これらの結果は， 分析期 聞を金融監督行政

が有事対応の期間に限定しでも， また. キャ ッ

シュ ・フロー見積法を適用していない銀行にサ

ンプルを限定しでも. 同様の結果を得 ている。

よって， 金融検査が厳格であるときには， 中小

監査事務所に比して， 大手監査事務所は顧客銀

行に対して要管理先の貸倒引当率を保守的に見

積もるように促していることを示唆している。

本研究の貢献は. 2000年度から2016年度ま

での地域銀行業を分析対象として， 監査人の規

模と特定の債務者区分の貸倒引当率との関係を

はじ めて分析した点にある。 1998年度の早期

是正措置制度の導入に伴って. 資産査定と償

却・引当制度が変更され， 外部監査機能は， 本

格的に監督メカ ニズムの一部に組み込まれたも

のの， これまで地域銀行業における監査人の規

模と特定の債務者区分の貸倒引当率の関係の分

析は行わ れていなかった。 本研究で得られた知

見は， 金融制度および会計制度に係る制度設計

に寄与するものと期待される。

本論文の構成は， 下記のとおりである。 はじ

めに. II. において日本の制度的特徴を概説 し

たうえで. ill. において先行研究をサーベイし

て， 本研究の仮説を設定する。 N. リサーチデ

ザインにおいて， 実証モデルや分析方法を説明

する。 V. において推定結果を. VI において

追加分析の結果を報告する。 最後に. Vll. にお

いて要約と今後の展望をまとめる。

II. 日本の制度的特徴

1. 自己査定と償却・引当

図lは， この銀行の与信 管理と自己査定の債

務者区分との対応関係を示している。 (1) 元

本と利息のキャ ッシュ ・フローの回収可能性に

懸念のない債務者は「正常先」あるいは「その

他要注 意先」に. (2)元本と利息のキャ ッ シ

ユ ・フローの回収可能'性に懸念のある債務者は

「要管理先」あるいは 「破綻懸念先」に. (3) 

元本と利息のキャ ッシュ ・フローの回収を期待

できない債務者は 「実質破綻先」あるいは 「破

綻先」にそれぞれ区分される。 銀行は， 信用リ

スクが僅少なうちは与信ポートフォリオで一元

管理するが. 破綻懸念先以下に下 位遷移する

と， デフォルトとみなして， 与信ポートフォリ
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1i!:11 銀行の与信管理と債務者区分との関係

キャッシュフロー

の回収可能性

出所 筆者作成

オから分離して， 別建てで個別に与信管理を行

う(例えば， 日本銀行2001 ;日本銀行金融機

構局2005)1)。

日本の償却-引当制度において， 債務者区分

ごとに貸倒引当金の種類と引当方法が定まって

いる点に特徴があ る(梅浮2018)0 1997年度

(1998年3月期)以降， 地域銀行においては，

与信ポートフォリオ を構成する， I正常先j，

「その他要注意」と「要管理先」については，

債務者区分ごとに貸倒実績率法等による総括的

な引当方法で一般貸倒引当金を算定する方法が

標準的である。 他方で個別に与信管理を行う

「破綻懸念先j， I実質破綻先」と「破綻先」と

いったデフォルト債権については， I破綻懸念

先」については， 債務者ごとに， 担保-保証等

でカバーされていない未保全部分に対して， 個

別引当法で個別貸倒引当金を算定する。 また，

「破綻先・実質破粧先」については， 担保評価

額まで簿価を切り下げるため， 担保・保証等で

カバーされていない未保全部分のすべてに対し

て個別貸倒引当金を設定するか， あるいは直接

償却することになる(日本公認会計士協会

1 )日本銀行金融機構局(2005)によると， 1例え

ば， Iつのデフォルト定義として， r償維の回収

が， 債務者の信用状態ではなくl 担保価値等そ

れ以外の要因の影響を受けるようになること」

を考えることができる。 現状， こうした考え方

に則って， 自己査定上の分類である「破綻懸念

先」以下をデフォルトと捉える金融機関が多

い。」とされる。 そこで， 本研究も「破綻懸念

先」以下をデフォル卜とみなして議論を行う。

債務者区分 引当金

正常先
一般

1997 ;全国銀行協会連合会1998a ;金融監督庁

1999)。

与信管理においては， 金融支援を受けている

債務者が区分される「要管理先2)jと「破綻懸

念先3)j は今後も事業が継続することが前提と

なっているため， 適時適切なリスク管理が必要

であるが， それらは与信ポートフォリオ管理と

個別管理の境界に位置する。 特に， 与信ポート

フォリオ管理を行っている「要管理先」につい

ては， I正常先の下位区分から要注意先上位区

分にかけて残高が集中する傾向にあか 正常先

2)金融検査マニュアルによると， 要管理先とは，

要注意先の債務者のうちv 当該債務者の債権の

全部又はー音rsが要管理債権である債務者をいう。

姿管理{員権とは， 要注意先に対する債権のうち

13カ月以上延滞債権(元金又は利息の支払が.

約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延

滞している貸出債権)及び 貸出条件緩和債権

(経済的困灘に陥った債務者の再建又は支援を図

り。 当該債権の回収を促進すること等を目的に1

債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の

改定等を行った貸出俄;j1ü J (金融機能再生緊急

措置法施行規則第4条)をいう。

3)金融検資マニュアルによると， 破綻懸念先とは，

現状， 経営破綻の状況にはないが， 経営難の状

態にあか 経営改善計画等の進捗状況が芳しく

なく， 今後， 経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる依務者(金融機関等の支援継続中の

依務者を含む)をいう。 具体的には， 現状 事

業を継続しているが， 実質債務超過の状態に陥

っており， 業況が著しく低調で貸出金が延滞状

態にあるなど元本及び利息の最終の回収につい

て重大な懸念があり， 従って損失の発生の可能

性が高い状況で. 今後， 経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者をいう。
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の下位 区分から要管理先にかけては. デフォル

ト率が急激に上昇するケースが多いJ(日本銀

行2001)とされ， 与信ポートフォリオ内にす

でに減損してる貸出債権が混在している可能性

が高 いと考えられる。

しかし 地域銀行において要管理先に対する

標準的な引当方法は貸倒実績率法である4)。 貸

倒実績率法は， (1)算定期間の長さ， (2)過去

の貸倒償却等致損額( 過去の外部環境の経済状

況)と(3)当期 の債務者区分の債権額に基づ

いて 平均的な予想損失額を算定し それを一般

貸倒引当金として計上する。 この予想損失額

は， 積極的な意味を付すとすれば， í経験的な

裏づけを有する額」といったところであろう。

そのため， 景気後進局面において， クレジット

サイクル(マクロ的な景気変動周期)を捕捉で

きないといった問題を抱えているため， 与信ポ

ー トフォリオの信用リスクを適 時通切に把握し

ている保証はないのである( 梅津2018)。

「預 金等受入金融機関に係る検査マニュ アルJ

(以下， 金 融 検 査 マニ ュ アJレ， 1999年7月1

日 ・金融監督庁)の償却・引当( 別表2)にお

いて， í過去の損失率の実績を算出し， これに

将来の損失発生見込に係る必要な修正を行い，

予想損失率を求め」とされている。 つまり. 制

度上， 銀行経営者は， 予想損失率に主観的な調

整を施すことによって， 要管理先の質の劣化の

程度に見合った一般貸倒引当金を引当てること

が認められている。 実際に. リーマン・プラザ

ーズの破綻による経済環境の急激な悪化の際

に. そうした調整が行われていたとされる(例

えば， 新日本有限責任監査法 人2012 ， 151)。

その一方で. 監査人は， 客観的な情報が利用

可能となるまで貸倒損失の認識を遅らせるとの

意見もある5)(例えば， Dug an 2009)。 主観的

4 ) キャ ッシュ ・ フ ロ ー 見積法 の 任 意適 用 も 認 め ら
れ て い る 。 こ の 点 につ い て は， VI. 追加 分析 に
お い て説明す る 。

5 ) 筆者が 銀行 を担当す る公 認会計士 に行った イ ン
タピュ ー に お い て も， 基 本 的 に， 予想損失 率の
調整 は行わない と の コ メ ン ト を得 て い る 。

な調整が認められていたとしても， 監査人が客

観的な情報が利用可能となるまで貸倒損失の認

識を遅らせるのであれば， 実態に比して過 小な

引当水準となってしまう。 その結果， 破綻懸念

先に下位遷移して個別管理に移行した際にはじ

めて引当不足が顕在化するという事態になりか

ねない。 そうした事態は， 監督当局の立場から

すると望ましいとは言い難い。 なぜなら監督当

局の目的は， 預 金者保護と金融システムの安定

であり， 銀行の財務の健全性を重視するためで

ある。 よって， 要管理先や破綻懸念先におい

て， 監査人と監督当局の聞にコンフリクトが生

じ る。

2. 金融検査と会計監査の連携

1998年の早期是正措置制度の導入に伴って，

自己査定の適 切性や貸倒引当金の十分性につい

ては， 監査人による外部監査によるチェックを

経たうえで， 金融検査によってその正確性が評

定されるものとされている。 1999年7月1日

付で金融検査マニュ アルが発出され， 資産査定

と償却 ・引当の統合が図られたことによって，

1999年度(2000年 3月 期 )か ら. 自 己 査 定，

引当・償却および自己資本比率が整合性を持っ

て連動することになっている。 金融マニュ アル

において， 金融検査は， 監査人による厳正な外

部監査を前提としつつ， 銀行の自己責任原則に

基づく内部管理を補強するものであり( 補強性

の原則)， かつ， 監査機能と十分な連 携を保ち

ながら. 効率的・効果的に行われる必要がある

(効率性の原則)とされる。 さらに， 金融検査

の過程で発見した問題点や償却・引当の水準等

については監査人と意見交換を行い， 両者の認

識を一致させることとされている。

しかし， 金融検査と会計監査の双方におい

て， 自己査定の整備・運用状況の妥当性と貸倒

引当金の十分性は最重要要点のひとつであるに

も関わらず， 実施時期や両者のアプローチに対

する認識の相違等により， 必ずしも十分な連 携

が行われているとはいえなかったと認識されて

いる。 その理由として， 会計監査は， 財務諸表
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全体の適 正性について意見を表明するためのも

のである6)一方で， 金融検査は， 財務諸表の適

正性や開示の妥当性を確認するために， 個別債

務者に対する自己査定の適 切性を事後的に検証

するためのものであったためとされている(日

本公認会計士協会2000)。 つまり， 監査人と監

督当局の目的の相違が原因だ、ったのである。

そこで， 特に信用リスクを中心とする会計監

査と金融検査の連 携が有効に機能することを目

的として， 日本公認会計士協会は. 2000年 7

月27日， 業種別監査委員会報告第18号 「会計

監査と金融検査との連 携に関するガイドライ

ンJ(2000年 7月27日・日本公認会計士協会)

を公表している。 こうした一連 の施策によっ

て， 制度上は， 会計監査が， 金融検査と協力を

しながら， 自己査定の整備・運用状況の妥当性

と貸倒引当金の十分性をモニタリングする役割

の一翼を担う体制が整備されたのである。

さ ら に. 2002年10月30日 に 公表さ れ た

「金融再生プログラムー主要行の不良 債権問題

解決を通じ た経済再生- J (以下. 金融再生プ

ログラム. 2002年10月30日・金 融庁)にお

いて， 自己資本比率規制上の自己資本比率の算

定を 「会計監査」の対象とすることが盛り込ま

れた( 銀行経理 問題研 究 会. 2012 ， 869 ・870)。

これを受けて. 2003年4月14日に， 銀行法施

行規則等が改正され， 自己資本比率に関する外

部監査が導入されている。 そのため， 日本公認

会計士協会は. 2003年4月15日に. I自己資

本比率の算定に関する外部監査を 「金融機関の

内部管理体制に対する外部監査に関する実務指

針」に基づき実施する場合の当面の取扱い」

(2003年 4月15日・日本公認会計士協会)を

公表している。 自己資本比率等に関する金融検

査については， 金融検査マニュ アルの策定当初

から明記されていたため. 2002年度(2003年

6 ) リ ス ク ・ ア プローチ に 基づ き， 被 監査会社 に係
る 監査上 の リ ス ク およ び経営 環境や内 部統制 の
有効性 を 評価 し たう え で 監査手続 き の 種類， そ
の 実施時 期 及 び試査の 範 囲 を 決定す る も の とさ

れ て い る。

3月期)以降， 自己査定， 償却・引当と自己資

本比率に対する会計監査と金融検査が行わ れて

いることとなる。

3. 監督当局から監査人へのプレッシャー

2002年度(2003年 3月期)から， 金融再生

プログラムに基づいて， 主要行を対象として，

自己査定と金融検査の結果7)の格差が著しい場

合には業務改善命令を発出する仕組みが導入さ

れている。 つまり. 不良債権の認識不足を是正

したり， 貸倒引当金の要追加 額を明らかしたり

し よ う と す る も の で あ る(例 え ば， 佐藤

2007)。 実際に. 2002年度から2008年度まで

償却・引当額の議離額と議離率が公表されてお

り， 自己査定と償却・引当の会計監査につい

て， 監督当局から監査人に対してプレッシャー

があったものと考 えられる。

さらに， 地域銀行に対しでも， 日本公認会計

士協会は. 2004年 3月23日に， 会計監査と金

融検査の引当額の関係に関する調査結果を公表

している(日本経済新聞2004 b ;日経金融新聞

2004)。 地域銀行101 行と担当会計士106名の

回答によると. �離率が20%未満の銀行が 60

%を 占める一方で. 20%以上の銀行も30%か

ら40%あったとされる。 ズレの原因として最

も回答が多かったのは検査に伴う 「債務者区分

の格下げ」とされている。 この回答結果に対し

て. 当時の日本公認会計士協会の奥山章雄会長

は， 受容範囲内と述べてはいるものの， 監督当

局からのプレッシャーがあったものと推測され

る。

こうした監督当局からのプレッシャーは. 監

査人が， 監督当局の選好を内部化して. 保守的

な算定を顧 客銀行に促す可能性がある。 特に，

金融庁は， 銀行も監査人も監督する権限を付与

されているため， 銀行の監査について監査人に

影響を及ぼしやすい構図とな っている(例え

7) 2000 年事務年 度 か ら. 主 要行 に 対 し て は. 通年
専担検査によ る 年l 回 の 検査が実施され， 地域
銀行 に つ い て は . 2- 3 年 に l 回 の周 期 の検査が
実施され て い る。
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ば， 日 本経済新聞2004a;高田・ 村宮 20日 )。

2004年4月1日 に， 監査事務所の監査業務の

品質を監視する機関として， 公認会計士・監査

審査会8)が設立されている。 金融庁は銀行監督

当局であり， かっ監査人を所管する証 券市場監

督当局でもある。 そのため， 投資家に対して公

表される銀行の財務諸表における適 正な償却・

引当額と銀行監督当局が望む償却・引当額との

聞 には 利 益 相反 があり得 る(例え ば， 越 智

2013 ;児嶋 2015 ， 189)。 よって， 金融庁 が銀行

監督と証 券市場監督の双方の権限を持つため，

銀行行政の道具として監査法人に圧力をかける

可能性がある。 もしそうであれば， 公認会計

士・監査審査会の設立も， 監査人が， 監督当局

の選好を内部化することを促す要因のひとつで

あると考 えられる。

皿. 先行研究と仮説

1. 大手監査事務所の保守性

監査人が貸倒引当金の見積りに及ぼす影響

は. 監査の失敗に起因する評判や訴訟 によって

部分的に促される。 理論研究において， 評判 と

訴訟 リスクの点で， 規模の大きい監査人ほどリ

スク回避インセンテイブが強いために， 顧客企

業により保守的な会計処理を促すとされると指

摘されている(例え ば， Dye 1993 ; De Ange10 

1998)。 訴訟 リスクの増加は銀行監査人に保守

的な行動をとるインセンティブを付与する可能

性がある(例えば， Kim et al. 2003)。 期待訴訟

コストは， 利益の過少計上よりも， 利益の過大

8)米 国に お い て は ， 2002 年 7月に 成立し たサ ーベ
ン ス ・ オ ク ス リ ー 法 (Sarbanes-Oxley Act)によ
っ て. 公開 会社 会 計監視 委 員 会(Publ ic Com
pany Accounting Oversight Bo訂d : P CAOB)が 設
置 され て い る 。 さ らに ， 2002 年 10月に は， 証
券 監督 者 国際機構 (International Organization of 
Securities Commissions :  IOSCO) か ら も， 職 業

専門団体か ら独立し た機 関 等が監視 を 行う べ き
で あ る と の提言がなされ て い る 。 こうした 国際
的な動向 を 踏 ま え て， 日 本に お い て も， 2004 年
4月 1 日に ， 公認会計士・監査審釜 会 ( Certified
Public Accountants and Auditing Oversi民t Board: 
CPAAOB)が 設 置され て い る 。

計上のほうが高 いとされる(例えば， St . Pierr e 

and Anders on 1984 ; Lys and Watt s 1994)。 その

ため， 増加 した法的責任 は， 監査人を過度に保

守的な報告をするように促すかもしれない(例

えば， Thoman 1996 ; Deng et al. 2012)。

先行研究は. 特に， 監査人の規模として， 大

手監査事務所と中小監査事務所の相違に着目し

ている。 各属性の監査の質の同質性を仮定した

うえで， 監査人がBig N監査事務所であれば

1， それ以外であればO の ダミー 変数(以下，

B IG N ダミー)を採用している9)。 まず. 利益

増加型の利益調整の抑制という点から， 大手監

査事務所の保守性の実証 が行われている(例え

ば， Kim et al. 2003 ， Sun and Liu 20日 ， Kanaga

ret nam et al. 2010) 0 Kim et al. (2003)は， 顧客

企業が利益増加型の調整動機が高 いときには，

大手監査事務所は顧客企業の利益調整を抑止す

る傾向が高 いことを示している。 Sun and Liu 

(2011)は， 顧客企業の訴訟 リスクが高 いほど，

大手監査事務所は顧客企業の利益調整を抑制す

る傾向が高 いことを示している。 しかし Ka

nagaretnam et al. (2010)は， 米国の銀行業を対

象にして， 監査人がBig N監査事務所である

か否かが監査の質に及ぼす影響を検証したもの

の ， BIG N ダミー と裁量的な貸倒引当金繰入

額との聞に有意な関係性を見出せていない。

さ ら に. 保 守 的 慣 行(account ing conserv a

t ism )と い う 点 か ら， Bas u  et al. (2001 )や

Krishn an (2005)は， Bas u  (1997)モデ ル を使

って， 大手監査事務所の保守性の実証を行って

いる。 Bas u et al. (2001)は， 規模の大きい監

査人の監査を受けている企業ほど， 保守的慣 行

の 程 度 が高 い こ と を示し て い る。 Kri shnan

(2005)は. 特定の業種に特化している監査事

務所のほうが. その他の監査事務所に比べて，

その特定の業種に関する専門性が高 いため， 監

査の質が高 いとしたうえで， 業種専門性が高 い

監査人の監査を受けている企業ほど， 保守的慣

9) BIG_Nダミ ー は ， Big N監査事務 所聞 の専門 性
の同質 性 を仮 定し て い る 。
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行の程度が高 いことを示している10)。

日本においては. 1990年 代後半の銀行の経

営破綻に対して銀行経営者に損害賠償を求める

民事裁判 において， 有価 証 券報告書における虚

偽記載の有無の判 断として. 貸倒引当金の過少

計上の有無がひとつの争点となっている(日本

公認会計士協会20日 )。 そのため， 実際に， 銀

行業の監査人の貸倒引当金の算定に対する法 的

責任も増加 していると考 えられる。 銀行業の文

脈では， 貸倒引当金を信用リスクに比して過大

に計上するよりも. 過少に計上するほうが， 期

待訴訟 コストが高 いということに相当する。 も

しそうであれば. 監査人は， 信用リスクに比し

て過少な貸倒引当金の計上を避ける一方で， 信

用リスクに比して過大な計上を促すインセンテ

イブを持つと考 えられる。

2. 監督当局と監査人が貸倒引当 金繰入額の適

時性に及ぼす影響

Nicolett i (2018)は， 米国の未上場銀行を分

析対象として， 監督当局と監査人の目的とイン

センテイブが貸倒引当金繰入額の適 時性11)に及

ぼす影響を分析している。 米国の未上場銀行は

会計監査を義務付けられていないため. 監査を

受けている銀行と受けていない銀行が存在す

10) DeBoskey and Jiang (2012 ) は . Big N 監査事務
所 の顧客 銀行にサ ン プ ル を 限定 し て ， 監査事務
所 の 業種専門性が 監査の質 に 及 ぼす 影響 を 検証
し て い る 。 DeBoskey and Jiang (2012 ) は. 業種

専門性が 高 い 監査事務 所ほど . 利益平準化目的
の裁量的な貸倒 引 当 金繰入額 の 調 整 を抑制 す る
と の 分析結果 を得 て おり ， こ の結果 は， 監査事
務 所 の 業種専門性が 高 いほど ， 監査の質が 高 い
こ と を示唆 し て い る 。

11 )  Nicoletti (2018 ) の注 l に お い て . (1)より適時
に 貸倒 引 当 金繰 入額 を 認識 す る こ と と . (2)よ

り 多 く の 貸倒 引 当 金繰入額 を 認識 す る こ と の 相
違が説明され て い る 。 前者 は， 不良債権 の 変 化
か ら の マ ッ ピ ン グ (正 か負にな る ) を 意味 し て
おり， 貸出債権の質 の相 対 的 に非 裁量 的な指標
で あ る 。 他方で， 後 者 は， 貸出 債 権 の質 の 変化
を伴わな い 貸倒 引 当 金繰入額 の増加 を 意味 し て
おり . そ の例 と し てダイ ナ ミ ッ ク・ プ ロピジ ョ
ニ ン グ (D卯amic provisioning) を挙げ て い る 。

る。 また， 州法銀行は州銀行局から金融検査を

受けているが， 金融検査の厳格さは州によって

異なるとされている。 そうした設 定を利用し

て. (1)監督当局と監査人の簡にコンフリクト

がないときのそれぞれが及ぼす影響の分析と，

(2)監督当局と監査人の聞のコンフリクトの有

無と， コンフリクトがある場合の貸倒引当金繰

入額の適 時性の決定者の分析を行っている。

第一の分析においては， 監査を受けていない

銀行を対象として， 監督当局から厳格な検査を

受けている銀行ほど ， 貸倒引当金繰入額の適 時

性が高 いことを示している。 他方で， 監督当局

から厳格な検査を受けていない銀行を対象とし

て， 監査を受けている銀行ほど . 貸倒引当金繰

入額の適 時性が高 いことを示している。 これら

の結果は， 監督当局と監査人の聞にコンフリク

トがないとき， 監督当局と監査人はそれぞれ貸

倒引当金繰入額の適 時性を高 めることを示唆し

ている。

第二の分析においては， 監督当局から厳格な

検査を受けている銀行を対象として， 監査を受

けることは貸倒引当金繰入額の適 時性を低下さ

せることを示している。 他方で， 監査を受けて

いる銀行を対象として， 検査の厳格さは貸倒引

当金繰入額の適 時性に影響を及ぼしていないこ

とを示している。 これらの結果は， 監督当局と

監査人の聞にコンフリクトがあることと， コン

フリクトがある場合には， 監査人が貸倒引当金

繰入額の適 時性を決定していることを示唆して

いる。 つまり， 貸倒引当金繰入額は， 一般に公

正妥当な会計原則に準拠して， 適 正に計上され

ているのである。

しかし 日本の地域銀行を分析対象とする本

研究においては. Nicolett i (2018 )の よ う に，

金融検査と会計監査の影響を分離することはで

きない。 地域銀行はすべて監査を受けており，

金融検査の厳格さを指標化することもできない

ためである。

3. 仮説

本研究は. Nicolett i (2018)とは異なり， 金
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融検査の厳格さを所与として， 監査人の規模が

特定の債務者区分の貸倒引当率に及ぼす影響を

分析する。 日 本の設定においては， 監査人と監

督当局の目的の相違のため， 特に， 金融支援を

受けている債務者が 区分される， 要管理先と破

綻懸念先の貸倒引当金について， 両者の聞にコ

ンフリクトが生じ うる可能性がある。 しかし，

金融庁は監督当局であり， かっ監査人を所管す

る証券市場監督当局でもあるため， 投資家に対

して公表される銀行の財務諸表における適 正な

償却・引当額と監督当局が望む償却・引当額と

の間には利益相反 があり得 る(例えば， 越 智

2013 ;児嶋 2015 ， 189)。 特に， 大手監査事務所

は， 評判や訴訟 リスクの点から， 顧客銀行に保

守的な会計処理を促すインセンテイブを有して

いる。 もしそうであれば， 顧客に対して保守的

な会計処理を促すインセンティブが監督当局か

らのプレッシャーと相まって， 大手監査事務所

は， 顧客銀行に対して貸倒引当金の保守的な見

積りを促す強いインセンティブと機会を有して

いると考 えられる。 よって， 次の2 つの仮説が

導かれる。

仮説 その他の条件が一定であれば， 監査人の

規模が大きいほど， 要管理先に対する貸

倒引当率は高 い。

仮説 その他の条件が一定であれば. 監査人の

規模が大きいほど， 破綻懸念先に対する

貸倒引当率は高 い。

rv. リサーチデザイン

1. 実証モデル

本研究は， 要管理先と破綻懸念先の貸倒引当

率に焦点を当てるため， 貸倒引当金繰入額(フ

ロー)ではなく， 貸倒引当金( スト ック)の実

証モデルを構築して分析を行う。 一般貸倒引当

金モデルと個別貸倒引当金モデルはそれぞれ

(1)式と(2)式のように記述される。 自己査

定の各債務者区分の債権額は非開示であるた

め， 梅津(2015)を踏まえて， 自己査定の債権

額の代理変数として， 金融再生法開示債権を採

用している。 自己査定の 「正常先・その他要注

意先j. I要管理先j. I破綻懸念先j. I破綻先・

実質破綻先」はそれぞれ金融再生法 開示債権の

「正常債権(悶 LO)j. I要管理 債権(NP Ll)j. 

「危険 債権(NP L2)j. I破産更正等債権(NP L

3)j に対応する。 そのため， 一般貸倒引当金モ

デ ル は. (1)式の よ う に， 一 般貸 倒 引 当 金

(G L LA )を被説 明変数， 正常債権(NP LO)お

よび要管理債権(NP Ll)を説明変数とする線

型関数として記述される。 NP LO の係数は正常

先・その他要注意先の貸倒引当率に， NP Llの

係数は要管理先の貸倒引当率に相当する12)。 他

方で， 個別貸倒引当金モデルは. (2)式のよう

に， 個別貸倒引当金(S L LA )を被説 明変数，

危険 債権(NP L2)と破産更生等債権(NP L3)

を説明変数とする線型関数として記述される。

NP L2 の係数は破綻懸念先の貸倒引当率. NP L 

3 の係数は破綻先・実質破綻先の貸倒引当率に

相当する13)。

GLLAit=α0+αINPLOit +α2NPL1it +的BIG_Nit+ 

白�PL lit x BIG _Nit +αsSMELOANit + 

Controls + lncentives + eit )
 
-(

 

SLLAit = ßo+βlNPL2it +ß2BIG_Nit +角NPL2it X 

BIG _Nit + ß4NPL 3it + ßsCOLLit + ß6PCODit + 

Controls + lncentives + eit (2) 

本研究の目的は， 監査人の規模が. (1)要管

理先の貸倒引当率に及ぼす影響と. (2)破綻懸

念先の貸倒引当率に及ぼす影響のそれぞれを検

証することにある。 換言すると， 監査人の規模

が. (1)式の NP Llの係 数 と(2)式の NP L2

12)正常先・ そ の 他 要注意先 に つ い て は今後 1 年 分
の予想損失 率 を . 要 管理先 に つ い て は今後 3 年
分の予想損失 率 を 見積 も る こ と とされ て い る 。

13) 破綻懸念先 に つい て は， 各 債 務 者 の 未保全部 分
に 対し て， 今後 3 年間 の予想損失額 を 見積 も る
こ と とされ て い る 。 破綻先 ・ 実質 破綻先 に つ い
て は， 各 債務 者 のE 分類額 およ びN 分類額 の全

額 を予想損失 と す る こ と とされ て い る 。
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の係数に影響を及ぼすか否かである。 大手監査

事務所が， 中小監査事務所に比して， 顧客企業

に対してより保守的な会計処理を促す(例え

ば， Dye 1993 ; De Angelo 1998 ; Kim e t  al. 2003 ; 

Sun and Liu 2011)のであれば， NPLlと NPL2

の係数は， 中小監査事務所の監査を受けている

銀行に比して. 大手監査事務所の監査を受けて

いる銀行のほうが高 い予測される。

そこで， 先行研究(例えば， Kim e t  al. 2003 ; 

Sun and Liu 2011 ; Kanagare tnam e t  al. 2010)に

倣って， 大手監査事務所から監査を受けている

場合は1， 中小監査事務所から監査を受けてい

る場合には0 を とる大 手 監 査 事 務 所ダミ ー

(BIG N)を採用する。 ここで， 大手監査事務

外とは， 新日本， あずさ， トーマ ツ， 中央青山

の4 つの監査事務所である。 なお， 本研究のサ

ンプルは， 大手監査事務所同士の共同監査と中

小監査事務所同士の共同監査もサンプルに含め

ている。 各属性の同質性を仮定して， 大手監査

事務所同士の共同監査であればBIG Nは1，

中小監査事務所同士の共同監査であればBIG

Nは0 としている。 よって， B IG_ Nは， Big N 

監査事務所の関与があれば1， 関与がなければ

0 のダミ ー変数である。 (1)式には NPLlと

B IG Nの交差項を， (2)式には NPL2 とBIG

Nの交差項を追加し， その交差項の係数によ

って大手監査事務所が貸倒引 当金に及ぼす増分

効果を測定する。 よ っ て， (1)式の NPLlX

B IG Nの 係 数α4と， (2)式 の NPL2XBIG N 

の係数角はそれぞれ正と予測される。

なお. 監査人は， 貸倒引 当金の適 正性につい

て検証を行う立場にあるため， 要管理先と破綻

懸念先の貸倒引 当率のみに焦点を当てたモデル

では， 監査人が貸倒引 当金の総額に及ぼす影響

を十分にとらえきれていない可能性がある。 そ

こで， (1)式と(2)式にB IG Nを追加して，

監査人が貸倒引 当金の総額に対して及ぼす影響

を コ ントロールする14)。 中小監査事務所に比

14) 本研究 は， BIG N の単独項 の 影響 を 検証す るた
めに， (1)式 と (2)式 を Pooled推 定 す る 。 固
定効果モ デ ル は. 時 間 を 通 じ て 変化しない要 ノ

べ， 大手監査事務所の保守性が高 ければ， BIG 

Nの係数は正と予測される。

また， 一般貸倒引当金モデル(1)式には， 与

信ポートフォリオのリスク属性を コ ントロール

するために， 中小企業貸出比率(S ME L OA N)

を含める。 S ME L OA Nは貸出金に対する中小

企業向け貸出金の比率として計算される。 個別

貸倒引当金モデル(2)式には， 担保 ・保証等

(C OLL)と部分直接償却適用ダミー( PC OD)

を含める。 個別貸倒引 当金は， 担保・保証等で

保全されていない部分に対してのみ引 当を行う

ため， C OL VS)を コ ントロール変数とする(高

須 ・中野2016)0 C OLL の係数は負と予測され

る。 また， í破綻先・実質破綻先」の未保全部

分( m分類 .N分類)については. 部分直接償

却をすることができる。 部分直接償却を適用す

れば， 前倒しで不良債権のオフバランス化しう

るため， 個別貸倒引 当金の引 当行動に影響を及

ぼすもの考えられる16) 。 よって， PC OD の係数

は負と予測される。

Con trols は， (1)式と(2)式の共通の コ ン

トロール変数である。 規模の影響を コ ントロー

ルするため に期首の総資産の対数 値 ( SIZE )

を採用する。 次に， 初度監査ダミー(F IRST)

を採用する。 F IRST は， 監査 事務所が交替し

、 因 は すべて固 定効果 とし て除去 す るた め， 閏 定
効果モ デル で推 定す る と ， BIG N の単独項 の 影
響 を捉 え られない可能性 が高 い こ と が理由 で あ
る 。

15) 金融再生法で開 示され る 担保・保 証等 は 担保・
保証等の合計額 で あ る 。 ゆ えに. COLL は. í 破

綻懸念先」 と 「破綻先・ 実質 破綻先」に該 当 す
る 担保・保 証 等 の 代理 変 数 とし て は. 粗 い 変 数
と い え る 。

16)日 本 の 場合. 直接 償却に 関し て は， 従来 は， 税
法の形式 基準 あ る い は 実質 基準 を充た す ま で償
却が 行 えず， それ が完了 す る ま でlV 分類債権 と
個 別 貸倒 引 当 金の両建 計上 を 行わ ざ る を得な か
った 。 それ が， 1998 年 10 月 6 日付 の全 国 銀 行
協 会 連 合 会 通達 (平 10 調 々 第 177 号 ) í担保・
保 証付債権 の 貸 倒 償却 の 取扱 いに つ い て ( ご連
絡)Jにより. 1998 年 度 (1999 年 3 月 期 ) か ら，
税法基準 を充たさな く て も. 自 己査 定 のlV 分類
債権 を 会計上 は 直接 償却 で き る こ と とされ て い
る 。



30 経 営 学 論 集 Vol .59 No.1 . 2 

たら1 . それ以外は0 のダミー変数であり， 初

度監査リスク(例えば， DeFond and Subraman

yam 1998)を測定するために採用している。

なお， (1) 吸収合併による監査事務所の交替.

(2)共同監査のうちの一方の監査事務所のみの

交替， (3)引継ぎ期間のある監査事務所の交替

は， 初度監査リスクは低いと想定し. 監査事務

所の交替とはみなさないこととする。 さらに，

銀行持株会社傘下の銀行は， 銀行持株会社 の方

針の影響を受ける可能性があるため. 銀行持株

会社傘下ダミー(BH C)を採用する。 BH C は.

銀行持株会社傘下の銀行であればlのダミー 変

数である。 また， 上場銀行と未上場銀行とでは

会計数値 調整インセンテイプが異なることが報

告されている(例えば， Nicho1s e t  al. 2009)た

め， 未上場銀行ダミー(p悶VATE )を採用する。

PRIVATE は， 銀行持株会社傘下ではなく， か

つ， 未上場であればlのダミー変数である。 ま

た， Incen tives は， 銀行経営者が 裁量的に貸倒

引当金を調整するインセンテイブの変数の総称

である。 銀行の経営者は， 機会主義的に貸倒引

当金繰入額を調整したり， 私的情報を市場に伝

達するために貸倒引当金繰入額を調整したりす

るインセンテイブを持つ。 先行研究は. 自己資

本比率調整仮説， 利益平準化仮説とシグナリ ン

グ仮説を検証している(例えば， Ahmed e t  al . 

1999 ; Kim and Kross 1998; Kanagare tnam e t  al . 

2003 ; 奥田2001; 加 藤2004; 矢瀬2008; 梅津

2016)。 これらのインセンテイブ変数を(1 )式

と(2)式に追加することで， 信用リスクに見

合った引当部分に加 えて， 経営者の裁量的な調

整部分も 捉えられることが期待される。

本研究は， 経営者のインセンテイプ変数とし

て， BUFFER.-1， EBT P. と CHEBT P川を追加し

ている17)。 まず， BUFFER.-l は自己資本比率 調

17) 銀行業 の 貸倒 引 当 金に係 る 研究 は . 貸倒 引 当 金
を被説明 変数 と す る ス ト ッ ク の 分析 と 貸倒 引 当
金繰入額 を被説明 変数 と す る フ ロ ー の 分析に 分

類され る 。 Incentives は フ ロ ー の 分析 で使用され
る 変数 であ るが. Beaver and Engel (1986) は ス
ト ッ ク の 分析に それ ら を使用し て い る 。 それに

倣っ て ， 本研究 も Incentives を採用し て い る 。

整仮説のインセンテイブ変数であり， 期首の自

己資本比率から最低所要比率を 控除した資本バ

ッファーである。 ここで， 最低所要自己資本比

率は， 国 際基準行は0.08 ， 国 内基準行は0.04

である。 監督当局が自己資本比率の水準に応じ

て規律付けを行うのであれば， (1)式におい

て， BUFFER.-l の係数は 負 と予 測さ れる。 次

に， EBT P. は利益平準化仮説のインセンティプ

変数であり， 当期 の税引前利益に貸倒引当金繰

入額を戻し入れた調整前利益(EBT P. = EBT. + 

LLP. )である(例えば， Ahmed e t  al. 1999 ; 梅

津2016)。 調整前利益が多いほど， 貸倒引当金

繰入額は多いため， (1)式と(2)式の双方に

おいて， EBT P. の係数は正 と予測される。 ま

た， CHEBTP川はシグナリ ング仮説のインセン

テイブ変数であり， 翌期 の調整前利益から当期

の調整前利益を 控 除し た差分(CHEBT P.+l= 

EBT P川一EBT P. )で あ る(例 え ば， Ahmed e t  

al. 1999; 矢 瀬2008; 梅津2016)0 CHEBT P.+1 

が多いほど ， 個別貸倒引当金繰入額は多いた

め， (2)式において CHEBT P.什 の係数は正と

予測される。 これらのインセンテイブ変数を追

加 することで， 信用リスクに見合った引当部分

に加 えて. 経営者の裁量的な調整部分も 捉えら

れることが期待される。

2. デー タ

本研究は， 地方銀行協会および第二地方銀行

協会に加 盟している地域銀行を対象とする。 な

お， 持株会社傘下の 銀行と未上場銀行もサンプ

ルに含めるが， 東京ス ター 銀行は外資系銀行と

みなして分析対象外とする。 部分直接償却額は

1998年度(1999年 3月期)から， 金融再生法

開示債権と担保・保証等は1999年度(2000年

3月期)から開示されているため， 本研究は，

1999年 度(2000年 3月 期 ) か ら 2017年 度

(2018年 3月期)までの19年間のデータを 利

用できる。

分析期間は， 2000年度(2001年 3月期)か

ら2016年度(2017年 3月期)まで の17年間

である。 まず， (1)前期・当期 ・次期 の 3 期 連
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表lは， 本研究のサンプル構成を， 地域銀行

( 地方銀行と第二地方銀行)の合計， 地方銀行

と第二地方銀行の別に示している。 (1)列は預

金保険機構のホームページに記載されている各

年度の銀行数， (2)列は本 研 究のサ ン プ ル，

(3)列は本研究のサンプルのうち 中小監査事務

所の監査を受けている銀行数， (4)列は本研究

のサンプルのうち大手監査事務所の監査を受け

ている銀行数を示している。 本研究の2000年

度から2016年度までの地域銀行・年度は 1，731

であ り， 約93% ( = 1，73111，864)をカバーし

ている。 本研究のサンプルにおいて. 大手監査

事務所の監査を受けている地域銀行・年度は

1，623 であり， 約94% ( = 1，623/1，731)と な っ

ており， Big_ N監査事務所の寡占状態にある。

分析結果

本節は， 実証モデルによる仮説検定の結果を

報告する。 はじ めに， V.l. において， 記述統

計量と 相関表を示してから， Vユにおいて，

仮説検定の結果を報告する。

V. 

続して 決算月数が 12 カ月， (2)当期 および次

期 に合併をしていない， (3)分析に必要な変数

がすべて利用可能という条件を満たした118

行， 1，789 銀行一年度を抽出 した。 次に， (4) 

Big N監査事務所と非Big N監査事務所との共

同監査の58 オブザベーションを除外した結果.

最終的なサンプルは， 118 行， 1，731 銀行一年

度の不完備パネル ・データである。 本研究はデ

フレータには期首の総資産を採用している。 な

お， 地域銀行数が 100 行未満の年度があるた

め， 年度ごとの外れ値 の処理を行わ ずに， 総サ

ンプルを対象にして， 被説明変数および説明変

数( ただし CA P， BUFFER と各ダミー変数を

除く)のそれぞれを上下 0 .5%で winsorize し

ている。

データソースについては， r全国銀行財務諸

表分 析j (全国 銀 行 協 会)お よ び に『日 経

Financial-Quesd (日本経済新聞社 )に収録され

ているデータを使用する。 なお， これらのデー

タベースにおいて欠損値あるいは未収録のデー

タについては， 各銀行の『有価証券報告書』お

よび『ディスクロージャー誌』から手収集して

いる。
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表2 記述統計量

VARlABLES 和変数名 Mean STD Ql Median Q3 

BIG N 大手監査事 務所ダミー 0.938 0.242 1 1 

GLLA 一般貸倒引 当 金 0.004 0.002 0.002 0.003 0.005 
SLLA 個 別 貸倒引 当 金 0.007 0.006 0.003 0.006 0.010 
LLA 貸倒引 当 金 0.011 0.007 0.006 0.009 0.014 
NPLO 正常 債権 0.662 0.067 0.616 0.664 0.707 
NPL1 要管理債権 0.008 0.008 0.002 0.005 0.011 
NPL2 危険債権 0.017 0.010 0.010 0.014 0.021 
NPL3 破 産更正 等債権 0.009 0.007 0.004 0.006 0.011 一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー
FIRST 初度監査ダミ ー 0.017 0.128 。 。 。

SIZEH ln ( 総資産) 14.459 0.906 13 .743 14.564 15.131 
SMELOAN 中小企業貸出比率 0.776 0.107 0.697 0.790 0.861 
BHC 銀行持株会社傘下銀行ダミー 0.118 0.323 。 。 。

PRlVATE 未上 場銀行ダミ ー 0.135 0.341 。 。 。

PCOD 部分直接 償却ダミー 0.636 0.481 。

COLL 担保・ 保証等 0.019 0.012 0.011 0.016 0.024 恒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー恒ーーー一一ーー一一ーーーーーーーー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー
CAP'-I 自 己資本比率 0.101 0.020 0.088 0.100 0.112 
BUFFERt-1 自 己資本比率一0.08 or O.04 0.057 0.018 0.046 0.056 0.068 
EBT 税引前利益 0.004 0.003 0.003 0.004 0.006 
EBTP 調整前利益 : EBT，+LLP， 0.002 0.005 0.002 0.003 0.004 
CHEBTPぃI = EBTP， + I-EBTP， 0.000 0.004 -0.001 0.000 0.001 
DCF1 要管理先 の DCF 適 用ダミ ー 0.221 0.415 。 。 。

DCF2 破綻懸念先 の DCF 適 用ダミ ー 0.191 0.393 。 。 。

(注) 大手監査事 務所 とは， 新 日 本， あずさ， ト ー マツ. 中 央青山 の 4つ の 監査事務所であ る 。 LLA は
貸借対照表上 の 貸倒引 当 金であ る 。 つまり， 一般貸倒引 当 金 . 個 別貸倒引 当 金 と 特定海外債権引
当勘定の 合 計であ る 。 SIZE . SMELOAN. ダミー変数 . CAP と BUFFER を除い て . 変 数 はすべて
期首 の 総資産で デ フ レートし て い る 。

1. 記述統計量と相関表

表2 は記述統計量を示している。 まず， 各貸

倒引当金の平均値(中央値)をみると， 一般貸

倒引当金(G LLA )は0.004(0.003). 個別貸倒

引当金(SLLA )は0.007(0.006). 貸倒引当金

( LLA )は0.0 11(0.009)であり. 貸倒引当金

に 占める個別貸倒引当金の割合が高 いことがわ

かる。 次に. 各金融再生法債権の平均値 (中央

値)をみ る と， 正常債 権 の(悶 LO)は0.662

(0.664) . 要管理債権(NPL1)は0.008 (0.005). 

危険債権(NPL2)は0.0 17(0.014). 破産更正

等債 権(NPL3)は0.009 (0.006)で あ る。 コ

ントロール変数をみ ると. F IRST の 平均値 は

0.0 17 である。 S ME L OA Nの 平均値(中央値)

は0.776 (0.790 ) で あ る。 B HC と PRIVATE

の 平均値 はそれぞれ0.118 と0.135 であり. 銀

行持株会社傘下の 銀行よりも， 未上場の 銀行の

割合の方が高 い。 PC OD の平均値 は0.636 であ

り， 約64%の 銀行が部分直接償却を行ってい

る。 また， 要管理先と 破綻懸念先の貸倒引当金

の見積方法 については. DCFlと DCF2 の 平均

値はそれぞれ0.221 と0.191 となっているため，

地域 銀行において， キャッシュ ・フロー見積法

は標準的な手法ではないことがわ かる18) 。

表3 は 相 関 表 を 示 し て い る。 B IG Nは

G LLA と正の相闘 をしているが. SLLA とは相

関し てい な い。 ま た. B IG Nは. NPLO から

NPL3 までの不良債権と負 に 相関し て い る。

BIG Nは. SIZE と 正 の 相関. BH Cと負 の 相

関. PRIVATE と負 の 相関 をし て い る。 つ ま

り. 規模の 小さい， 未上場 銀行ほど， 中小監査

18) DCFl (DCF2) は， 要 管 理先 (破綻懸念先 ) に
対 し て キャッ シ ュ ・ フ ロ ー 見積法 を適 用し て い
る 場合 には 1. 適 用し て いな い 場 合 には 0 を と
るダミ ー 変 数 であ る 。 これ ら の 変 数 は. 追加 分
析 に お い て . サ ン プル を 分 割す る際 に使 用す る 。
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表3 相 関表
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

(1) BIG_N 1.000 

。) GLLA O.ω7 1.000 

ω) SLLA 0.045 O.舗1 1.000 

(4) LLA 0.065 0.768 0.967 1.0∞ 

(5) NPLO -0.205 -0.029 -0.0判-0.043 1 .0ω 

(6) NPLl 0.005 0.5宮o 0.511 0.585 0.002 1.0ω 

(7) NPL2 ω62 0.497“"““-0.062 0.497 1脚

(8) NPL3 -0.081 0.494 0.813 0.7封ω制 札562 O.帥1.0∞

(伶ω9則) FIRS釘T 0.0ω制34 0.07仰側7河4 0ω.0帥初 0ω.0附淘 0ω』ω a仰0附'$8 0 

0 (ω10ω) SMELOAN -0.唖乱」岨088 凪271 0.294 0.31“6 札445 0.376 0.35弱5 O.凪'.455 0ω'.0且5幻2 1ω.00ω 

(11) COLL -0.037 0.518 0.623 0.652 0.035 0.730 0.831 0.7唱9 0.058 O.鈎4 1.000 

(12) 円刃o -0.160 -0.030 -0.292 -0.240 0.186 0.007 0.0お-0.197 0.033 0.181 0.076 1.000 

(13) SIZE 0.274 -0，朋-0.312 -0.276 -0.243 -0.1ω-0.307 -0.441 -0.047 -0.475 -0.397 -0.146 1.000 

(14) BHC O.酬O.叫4雌-0.040ω幻-0.093 -0.097 -0.159ω36 -0雌-0.161 0.049 0.139 1.脚

(15) P則VA'百 -0.248 O.踊8 0.178 0.161 0.162 札136 0.186 0.240 -0.012 0.284 0.252 0.175-0幻3 -0.1判 1.000

(16) BUFFER 0.001 -0.417 -0.432 -0.469 -0.196 -0.4ω-0.442 -0必7 -0.084 -0.512 -0.5伺-0.119 0.292-0.ω6 -0.183 1.000 

(17) EBTP 0.017 -0.ω6 -0.008 -0.016 0.127 -0.025 -0.111 -0.0$3ω12 0.040 -0.136 -0.0卯 0.158 0.011-0 ω5 0.061 1.0∞ 

(18) CHEBTP 0.009 0.0“-0.0ω ω19 -0.016 0.0$2 -0.002 O.ω2 -0.082ωω O.ω5ω14ω仰 -0.0凶 -0.∞7 -0.0$0 -0.578 1.000 

(19) DCFI 0.097 -0.0$2 -0.202 -0.176 -0.028 -0.183 -0.171 -0.259 -0.037 -0.180 -0.238 -0.061 0.272 0.121 -0.096ω28 0.0$$ 0.003 1.000 

(20) DCF2 0.083 -0.065 -0.1咽-0.138 0.032 -0.2ω-0.0お-0.221-0.041 -0.124 -0.189 -0.ω4 札235 0.105 -0.071 0.185 0.0$0 0.000 0.751 

(注)ゴシック体は1%水準で有意. 斜字は5%水準で有意であることを示している。

VARIABLES 
NPLO 

NPLl 

BIG N 

NPL1 XBIG N 

FIRST 

SMELOAN 

SIZE 

BHC 

PRlVATE 

BUFFER 

EBTP 

CHEBTP 

Constant 

Observations 
Adj.R-squared 
Year FE 

( 1 )  

-0.003*ホ
(-2. 1 3 ) 

0. 1 57**市
(4.84) 

0 .001 事事
(2.06) 

0.000 
( 1 .22) 
0.002 
( 1 .84) 
0.000 
(0.2 1 )  

0.00 1 車車*
(2.77) 
0.000 
(0.29) 

0.002 
(0.79) 
1 ，73 1 
0.449 
YES 

表4 一般貸倒 引 当 金モデル ( 1 )式 の 推定結果

(2) (3) 

-0.003料 -0.003*ホ
(-2.25) (-2. 1 9) 

0.078車料 0.080車車事
(2.69) (3.25) 

0.000 
(0. 10 )  

0.086*帥 0.084*柿
(3.74) (3.35 ) 
0.000 0.000 
( 1 . 16 )  ( 1 . 1 5 )  
0.002 0.002 
( 1 .93) ( 1 .9 1  ) 
0.000 0.000 
(0.23) (0.22) 

0.00 1 事紳 0.00 1事事事
(2.84) (2.8 1 )  
0.000 0.000 
(0.07) (0.08) 

0.003 0.003 
(1，04) ( 1 .05) 
1 ，73 1 1 ，73 1 
0.454 0.454 
YES YES 

(4) 

-0.004事*
(-2.50) 

0. 147*柿
(4.82) 
0.00 1 
( 1 刀)

0.000 
(0.68) 
0.00 1 
(0.76) 
0.000 
(0.3 1 ) 

0.00 1 ** 
(2.49) 
0.000 
(0. 1 8 ) 

-0.022*** 
(-3 .39 ) 
0.026 
(0.93 ) 
0.022 
( 1 .45 ) 
0.004 
( 1 .67) 
1 ，73 1 
0.467 
YES 

(注)括弧内 の 数 値は銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
料 と *紳はそれぞれ 係数 が 5%水準 と 1 %水準で有意であ る こ と 示し て い る 。

(5)  (6)  

-0.004傘ネ市 -0.004** 
(-2.62) (-2.57 ) 

0.078権料 0.079権料
(2.74) (3 .22) 

0.000 
(0.04) 

0.075*紳 0.074場事事
(3 .34) (3 .05 ) 
0.000 0.000 
(0.66) (0.65) 
0.00 1 0.00 1 
(0.85) (0 .85) 
0.000 0.000 
(0.28) (0.27) 

0.00 1 ** 0.00 1 事*
(2.55 )  (2.54) 
-0.000 -0.000 
(-0.03 )  (ー0.02)

-0.02 1 *** -0.021事事事
(-3.32 )  (-3 .32) 
0.032 0.032 
(1. 1 3 )  ( 1 . 1 3 )  
0.025 0.025 
( 1 .62) ( 1 .64) 
0.005 0.005 
( 1 .88) ( 1 .90) 
1 ，73 1 1 ，73 1 
0.47 1 0.47 1 
YES YES 
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事 務 所 か ら 監 査 を 受 け て い る。 BIG Nは

BUFFER， EBT P， CHEBT P といった事前のイン

センテイプとは相関していない。

2. 仮説検定の結果

表4 は一般貸倒引当金モデル(1)式の推定

結 果 で あ る。 (1)列はBIG Nを含 め たモデ

ル， (2)列は NP Ll とBIG Nの交差項 NPLl

XBIG Nを含めたモデル， (3)列はBIG Nと

NP LIXBIG Nの両方を含めたモデルある。 ま

ず， (1)列をみると， BIG Nの係数は正で有

意である。 次に， (2)列をみると， BIG Nと

NP Llの係数は正で有意である。 最後に， (3) 

列をみると， BIG Nの係数は有意では なく，

B IG Nと NP Llの係数は正で有意である。 つ

経 営 学 論 集 Vol.59 NO.l ・ 2

まり， 要管理先に対する貸倒引当率は， 中小監

査事務所の監査を受けている銀行では0.080，

大手監査事務所の監査を受けている銀行では

0.164 (= 0.080 + 0 .084)である。

次 に， (4)列 か ら(6)列 は， (1)列 か ら

(3)列のそれぞれにBUFFE� EBT P， CHEBT P 

といった経営者の調整インセンテイプの変数を

含めたモデルの推定結果である。 (4)列から

(6)列において， BUFFER の係数は負で有意

であるが， EBT P と CHEBT P の係数は有意で

はない。 経営者の調整インセンティブをコ ント

ロー ルすると， (4)列においてBIG Nの係数

は5%基準では有意ではなくなる。 (5)列と

(6)列の推定結果は(2)列と(3)列と同様の

結果を示している。

VARIABLES 
NPL2 

表5 個 別 貸倒引 当金モデル (2)式 の 推定結果

(1) (2) (3) (4) 

BIG N 

ホ*
、、J勾‘d

事9
5

 

。。
，I

凋守
'i

a

(
 

*
 
H
)

l
 

H
包J'且
、γh

uy
ny
nU
汀R

{
・
1
4

今4
εJ
，A

tし

εJ
・1-
nuιuu

-
(

 

nu
』目1

NPL2 XBIG N 0.032 
(1泊)

0.757*** 0.757*市掌
(24泊) (24.68) 
0.001 0.001 
(1. 70) (1.68) 
0.000 0.000 
(0.82) (0.91) 

-0.455場料 一0.454判権
(-9.95) (-9.85) 

-0.001*判 ー0.00 1 *糾
(-3.58) (ー3 .59)

0.001*事* 0.001帥事
(3.99) (4.03) 

0.001・* 0.001 ** 
(2.41) (2.28) 

NPL3 

FIRST 

SIZE 

COLL 

PCOD 

BHC 

P町VATE

BUFFER 

EBTP 

CHEBTP 

Cons飽nt ム
)
i
}

削

汚

引
町田

甲山

nu
au
勾，
。。
司Z

A仏

ω

L
a

y

2
山リ
1
8
3

0
H
3
9
HA
 

AU
，
U
勾F
06
司z

a

ω

L
a

y
 

Observations 
Adj.R-squar官d
Year FE 

0.507ホホ*
(7.74) 
0.000 
(0.46) 
0.013 
(0.23) 

0.757市*ホ
(24.63) 
0.001 
(1.68) 
0.000 
(0.83) 

-0.455*** 
(-9.84) 

-0.001・紳
(-3 .57) 

0.001 **事
(3 .99) 

0.001*事
(2.40) 

ー
パリ
1
8
3

0
HM
3
9
刊A

AU
a，A
7'
RU
TE
 

仏

ω

し
仏

Y

*
 
陣
)
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0.754**事
(23.75) 
0.001 
(1.59) 
0.000 
(1.00) 

-0.457*** 
(ー10.04)

-0.00 1榊*
(-3.53) 

0.001 **事
(3 .96) 

0.001*事
(2.37) 
-0.007 
(ー1 泊)
-0.0 1 1  
(-0.33) 
0.0 1 7  
(0.82) 
0.001 
(0.67) 
1，731 
0.899 
YES 

(5) 
0.490**事
(11.75) 

0.029 
(1.29) 

0.755**事
(23.90) 
0.001 
( 1.58) 
0.000 
(1.09) 

-0.456事**
(-9.94) 

-0.001 **事
(-3.54) 

0.001*** 
(3 .99) 

0.001事*
(2.25) 
-0.007 
(ー1 .41)
-0.0 1 0  
(-0.30) 
0.017 
(0.83) 
0.002 
(0.83) 
1，731 
0.899 
YES 

(6) 
0.509・**

(7.94) 
0.000 
(0.49) 
0.009 
(0.17) 

0.755**事
(23.85) 
0.001 
(1.57) 
0.000 
(1.00) 

-0.456*** 
(-9.93) 

-0.001場事事
(-3 .53) 

0.001*** 
(3.95) 

0.001** 
(2.37) 
-0.007 
(ー1.41)
-0 .011 
(-0.33) 
0.017 
(0.82) 
0.002 
(0.72) 
1，731 
0.899 
YES 

(注)括弧内 の 数 値は銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
料 と *場事はそれぞれ 係数が 5%水準 と 1%水準で有意であ る こ と 示し て い る 。
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これらの結果は， 中小監査事務所に比して，

大手監査事務所は顧客銀行に対して要管理先の

貸倒引当率を保守的に見積もるように影響を及

ぼしていることを示唆している。

表5 は個別貸倒引当金モデル(2)式の推定

結果である。 (1)列はBIG Nを含 め たモデ

ル. (2)列は NPL2 とBIG Nの交差項 NPL2

XBIG Nを含めたモデル. (3)列はBIG Nと

NPL2XBIG Nの両 方を含 め たモ デ ル あ る。

(4)列から(6)列は. (1)列から(3)列のそ

れぞれにBUFFER ，EBT P ， CHEBT P といった経

営者の調整インセンテイプの変数を含めたモデ

ルの推定結果である。 推定結果をみると. どの

モデルにおいてもBIG Nと NPL2XBIG Nの

係数は有意ではない。 この結果は， 破綻懸念先

に対する貸倒引当率について， 大手監査事務所

と中小監査事務所との聞には差がないことを示

唆している。

羽. 追加分析19)

1. 期間別分析

本研究は， これまで， 金融検査の厳格さを所

与として， 監査人の規模が特定の債務者区分の

貸倒引当率に及ぼす影響を分析してきた。 しか

し. 2000年前後の金融危機 が収束したことを

受けて. 金融監督行政が有事の対応から平時の

対応へと転換しているため， 本研究の分析期間

において， 監督当局が監査人に及ぼすプレッシ

ャー の程度は一定ではないかもしれない。 例え

ば. II. 3. において説明したように， 主要行を

対象として. 2002年度から償却 ・引当額の霜

離額と誰離率が公表されていたが. 2008年度

をもって開示は終了となっている20)。 銀行側に

19 ) 本 節に お い ては， 要管理先 につ い て の 追加 分析
の結果のみ を 報告す る 。 破綻懸念先 につ い て も .
同様 の 追加分析 を 行っ て い る 。 し かし ， それ ら
の結果はいずれ も BIG N の 影響 を確認で きなか
っ た た め， 紙幅の都合 により， 分析結果 の表示
を省い て い る 。

20 ) そ の 理由 とし て . 議離 の縮小 に伴 い各 行 に是正
を求め る 初期 の目的が達 成し た と の 判断によ る
も の と 考 え られ て い る (越智 20 1 3. 99) 。

おいても， 日本銀行金融機構局(2015 ; 2017 ) 

によると， 地域銀行の貸倒引当率21)は. 1997 

年度から2004年度までの平均値 は2.7%. 2005 

年度から2015年度までの 平均値 の1.2% であ

ったが， 地域銀行の2015年度の貸倒引当率は

0.7% であり. 直近の11年間の平均値 よりもさ

らに0.5ポイント低下しているとされる。 その

ため， 貸倒引当率の低下 傾向がみられる2010

年度以降に引当方法の見直しを検討した地域銀

行の7 割が. クレジ ットサイクル( マクロ的な

景気変動周期)を意識した回答を行っている。

このように， 金融監督行政が， 有事の対応から

平時の対応へと転換するにつれ， 監督当局から

監査人に対するプレッシャー も低下傾向にある

とすれば， 大手監査事務所の顧客銀行に対して

貸倒引当金の保守的な見積りを促すインセンテ

イプは低下するかもしれない。

そこで， 平時と有事において監督当局からの

プレッシャー が異なると想定したうえで， 分析

期 聞を. 2000年度から2009年度までの有事対

応期間と. 2010年度から2016年度までの平時

対応期間に分割して. (1)式と(2)式の再推

定を行っている。

表6 は. 2000年度から2009年度までの有事

対応期間における， 一般貸倒引当金モデル(1)

式の推定結果である。 この結果は表4 と同様の

傾向を示してい る22)。 他 方 で， 表7 は. 2010 

年度から2016年度までの 平時対応期間におけ

る， 一般貸倒引当金モデル(1)式の推定結果

21 ) 当該 レ ポ ー ト に お い て， 貸倒引 当 率は貸倒引 当
金÷貸 出残高によっ て 算 出され て い る 。

22 ) 1997 年 度 か ら 2004 年 度までは有事対 応期間で
あ る こ とは明 ら かであ る 。 し かし . 2005 年 度 か
ら 2009 年度まで の 期間 につ い ては， そ の前半の
2 年聞 を 平時対 応 期間， サブ プ ラ イ ム 問 題 に端
を発し た世界 金融危機 に 見舞われ て い た 後 半 の
3 年間 を 有事対 応期間 と みなす こ と も可能で あ
る た め. 2005 年 度 か ら 2009 年 度まで を 有 事対
応期間 に含 め る こ とは問題があ る か もしれな い 。
そ こで . 分析期間 を 2000 年 度 か ら 2004 年 度ま
で の 期間 に 限 定し て， 一般貸倒 引 当 金 モ デ ル
(1)式 を 推定し た が， 表6 と同様 の結果 を 示し
て い る 。
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表6 一般貸倒引 当 金モ デル (1)式 の 推定結果 (2000 年度か ら 2009 年度まで の 有事対 応期間)

VARIABLES (1) (2) (3) 
NPLO -0.006*** -0.006*柿 -0.006*柿

(-2.97) (-3.03) (-3.15) 
NPLl 0.157事** 0.085事帥 0.075事*

(4.43) (2.77) (2.35) 
BIG N 0.001*場 -0.000 

(2.07) (-0.33) 
NPLl xBIG N 0.078車場* 0.089** 

(3.33) (2必)
FIRST 0.000 0.000 0.000 

(0.85) (0.81) (0.81) 
SMELOAN 0.003 0.003 0.003 

(1.72) (1.76) ( 1.81) 
SIZE 0.000 0.000 0.000 

(0.35) (0.34) (0.36) 
BHC 0.002*事* 0.002**事 0.002事事事

(3.11 ) (3.12) (3.13) 
PRIVATE 0.000 -0.000 -0.000 

(0.07) (-0.11) (-0.16) 
BUFFER 

EBTP 

CHEBTP 

Cons凶t 0.002 0.003 0.003 
(0.78) (1.04) (1.10) 

Observations 1，010 1，010 1，010 
Adj.R・squ鉱吋 0.321 0.327 0.327 
Year FE YES YES YES 

(4) (5) 
-0.006*紳 -0.006判事

(-2.92) (-2.96) 
0.140場料 0.082市*事

(4.47) (2;79) 
0.001 
(1.56) 

0.063*申*
(2.88) 

0.000 0.000 
(0.24) (0.22) 
0.001 0.001 
(0.58) (0.63) 
0.000 0.000 
(0.34) (0.28) 

0.001判 0.001*. 
(2.43) (2.45) 
-0.000 -0.000 
(-0.18) (-0.34) 

-0.033事事事 -0.033判事
(-5.26) (-5.20) 
0.034 0.038 
(1.19) (1.35) 
0.017 0.019 
(1.09) (1.26) 

0.006紳 0.006事申
(2.01) (2.22) 
1，010 1，010 
0.364 0.368 
YES YES 

(6) 
-0.006柿*

(-3.14) 
0.070傘場
(2.28) 
-0.000 
(-0.35) 
0.076事*
(2.11) 
0.000 
(0.23) 
0.001 
(0.67) 
0.000 
(0.31) 

0.001 ** 
(2.46) 
-0.000 
(-0.39) 

-0.033*傘$
(-5.20) 
0.039 
(1.39) 
0.020 
(1.33) 

0.007** 
(2.31) 
1，010 
0.368 
YES 

(注)括弧内 の 数 値 は 銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
判 と *柿は それぞれ 係 数が 5%水準 と 1%水準で有意であ る こ と 示し て い る 。

である。 表4 および表6 の結果と異なり. (1) 

列から(6)列までのB IG Nの係数も NPL1X

BIG Nの係数も有意ではない。 これらの分析

結果は， 金融監督行政が有事対応のときには，

中小監査事務所に比して， 大手監査事務所は顧

客銀行に対して要管理先の貸倒引当率を保守的

に見積もるよう促している一方で， 平時対応の

ときにはそうした相違はみられないことを示唆

している。 つまり， 金融検査が厳格であるとき

にのみ， 大手監査事務所と中小監査事務所との

聞に相違が生じ るのである。

2. キャッシュ ・ フロー見積法の適用銀行を除

外した分析

日本の自己査定と償却・引当の特徴は， 自己

査定の債務者区分ごとに貸倒引当金の種類と算

定方法が定まっている点にある。 例えば， 要管

理先に対しては， 貸倒実績率等による総括的な

算定方法( 標準的な算定方法)に加えて， 大口

債務者に対してキャ ッシュ・フロー 見積法を適

用することも認められている。 同様に， 破綻懸

念先に対しでも， 個別的な算定方法( 標準的な

算定方法)に加えて. 大口債務者に対してキャ

ッシュ・フロー 見積法を適用することも認めら

れている。

しかし. 表4 の推定結果は， 暗黙のうち に標

準的な算定方法のみを適用していることを前提

として分析を行っている。 実際には， 大口債務

者に対して対してキャ ッシュ・フロー 見積法を

適用している銀行もある。 そのため， 表4 にお
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表7 一般貸倒 引 当 金モ デル ( 1 )式 の 推定結果 (2010 年度か ら 20 1 6 年度まで の 平時対 応期間)

VARIABLES ( 1 ) (2) (3) (4) (5 )  (6)  
NPLO -0.000 ー0.00 1 -0.000 -0.000 -0.001 一0.000

(-0.3 1 )  (-0.40) (-0.33) (-0.27) (ー0.38) (-0.29) 
NPLI 0. 1 67*** 0.007 0.254噌紳 0. 1 65ホホ* 0.0 1 2  0.273 

(3 .94) (0.04) (2.97) (3 .85 ) (0.06) (1.81 ) 
BIG N 0.000 0.001 0.000 0.00 1 

( 1 .20) (1.27) ( 1 .20) (1.29) 
NPLI xBIG N 0. 167 -0.087 0.159 -0.109 

(0.92) (一0.92) (0.80) (-0.7 1 )  
FIRST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.20) (0.23) (0.20) (0. 1 9) (0.23) (0.20) 
SMELOAN 0.00 1 0.00 1 0.001 0.00 1 0.00 1 0.001 

( 1.00) ( 1.06) ( 1 .00) (0訓) (0.95) (0.92) 
SIZE -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

(-0.33) (-0.26) (-0お) (-0.56) (-0.50) (-0.55) 
BHC 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.001 0.001 

(1.80) ( 1 .86) (1.80) ( 1 .84) ( 1 .90) ( 1 .84) 
PRIVATE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.52) (0必) (0.50) (0.50) (0.40) (0.47) 
BUFFER 0.003 0.003 0.003 

(0.45 ) (0.40) (0.46) 
EBTP 0.033 0.036 0.032 

(0.63 ) (0.69) (0后1 )
CHEBTP 0. 1 1 2** 0.1 1 2*ホ 0.1 1 3** 

(2.28) (2.24) (2.24) 
Constant 0.001 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.002 0.001 

(0.53) (0.65) (0.49) (0.62) (0.75) (0.56) 
Observations 72 1 72 1 72 1 72 1 721 721 
Adj.R・squ釘吋 0.284 0.282 0.284 0.29 1 0.288 0.290 
Year FE YES YES YES YES YES YES 

(注)括弧内 の 数 値は銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
紳 と *紳 はそれぞれ 係 数 が 5%水準 と 1 %水準で 有意であ る こ と 示し て い る 。

いて. NPL1 と NPL1XBIG Nの係数は. 標準

的な算定方法とキャ ッシュ・フロー見積法の双

方の影響を捉えてしまっている。 もし各債務者

区分において標準的な算定方法による貸倒引当

率とキャ ッシュ ・フロー見積法による貸倒引当

率が異なるとすれば， キャ ッシュ・フロー見積

法による影響を含めずに， 監査人が標準的な算

定方法のみにより算出された貸倒引当率に及ぼ

す影響を検証することが望ましい。

そこで， 追加 分析として. 監査人が標準的な

算定方法のみにより算出された貸倒引当率に及

ぼす影響を検証する。 表8 は， サンプルから要

管理先の大口債務者に対してキャ ッシュ・フロ

ー見積法を適用している銀行を除外して， 一般

貸倒引当金モデル(1)式を推定した結果を示

している。 そのため. NPL1の係数は貸倒実績

率等により算出された貸倒引当率と解釈され

る。 これらの結果は表4 と同様の傾向を示して

いる。 よって. この結果は， 中小監査事務所に

比して， 大手監査事務所は顧客銀行に対して要

管理先の貸倒引当率を保守的に見積もるように

促していることを示唆している。

3. 有事対応期聞かつ キャッシュ ・ フロー 見積

法の適用銀行を除外した分析

表9 は， 分析期間を2000年度から2009年度

までの有事対応期間に限定したうえで. 要管理

先に対してキャ ッシュ ・フロー 見積法を適用し

ている銀行を除外して， 一般貸倒引当金モデル

(1)式を再推定した結果を示している23)。 この
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表8 一般貸倒引 当 金モデル (1)式 の 推定結果 (サン プル を DCF 1=0 に 限定)

VARIABLES 
NPLO 

NPL1 

BIO N 

NPL1 xBIO N 

FIRST 

SMELOAN 

S1ZE 

BHC 

PRIVATE 

BUFFER 

EBTP 

CHEBTP 

Constant 

Observations 
Adj.R-squ釘'ed
Year FE 

(1) 
-0.002 
(ー1.50)

0.145*事*
(4.45) 

0.001 ** 
(2.29) 

0.001事事
(2.01) 
0.000 
(0.08) 
0.001 
( 1.35) 

0.001 ** 
(2.04) 
0.000 
(0.34) 

0.002 
(0.81) 
1，349 
0.446 
YES 

(2) 
-0.003 
(-1.71) 
0.068** 
(2.29) 

0.084*** 
(3.58) 
0.001 
(1訓)
0.000 
(0.11 ) 
0.002 
(1.54) 

0.001車*
(2.12) 
0.000 
(0.05) 

0.003 
(1.07) 
1，349 
0.451 
YES 

(3) 
-0.002 
(-1.61) 

0.074ホ$事
(2.69) 
0.000 
(0.26) 

0.077*柿
(2.61) 
0.001 
(1.90) 
0.000 
(0.08) 
0.002 
(1岬)

0.001 ** 
(2.09) 
0.000 
(0.10) 

0.003 
(1.06) 
1，349 
0.451 
YES 

(4) (5) (6) 
-0.002 -0.003 ー0.003
(ー1.69) (ー1.87) (-1.82) 

0.130*柿 0.067** 0.069*事
(4泊) (2.31 ) (2.56) 
0.001 0.000 
(1.71) (0.07) 

0.070市市事 0.068事事
(3 .10) (2.36) 

0.000 0.000 0.000 
(0.88) (0.85) (0.85) 
0.000 0.000 0.000 
(0.25) (0.22) (0.21) 
0.000 0.000 0.000 
(0.06) (0.18) (0.17) 
0.001 0.001 0.001 
( 1.55) (1.61 ) (1.60) 
-0.000 -0.000 -0.000 
(-0.01) (-0.25) (-0.23) 

-0.030*ホ* -0.029*市命 -0.029*事*
(-4.90) (-4.87) (-4.85) 
0.040 0.045 0.045 
(1.50) (1.70) (1.71) 
0.015 0.017 0.017 
(0.86) (1.00) (1.01 ) 
0.005 0.005布市 0.005"'* 
(1.86) (2.05) (2.08) 
1，349 1，349 1，349 
0.476 0.480 0.479 
YES YES YES 

(注)括弧内 の 数 値は銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
" と榊*はそれぞれ 係数が 5%水準 と 1%水準で有意であ る こ と 示し て い る 。

結果は表6 と同様の傾向を示している。 よっ

て. この結果は， 金融検査が厳格であるときに

は， 中小監査事務所に比して， 大手監査事務所

は顧客 銀行に対して要管理先の貸倒引当率を保

守的に見積もるように促していることを示唆し

ている。

vn. 本研究の発見事項と今後の課題

1998年の早期是正措置制度の導入に伴って，

銀行の貸倒引当金の算定は税法基準から会計基

23) 分析期間 を 2000 年 度 か ら 2004 年 度まで の 期間
に 限定し て ， サ ン プ ル か ら 要管理先 に対 し て キ
ャッ シ ュ ・ フ ロー見積法 を適 用し て い る 銀行 を
除外し て . 一般貸倒引 当 金 モ デ ル (1)式 を 推定
しで も . 表9 と 同様 の 結果 を示し て い る 。

準に変更され， 外部監査は， 監督メカ ニズムの

一部に組み込まれている。 しかし， 会計基準設

定者( 監査人)の目的と監督当局の目的は異な

っている。 こうした状況下において， 外部監査

機能は特定の債務者区分の貸倒引当率にどのよ

うな影響を及ぼしているのだろうか。 こうした

聞いを出発点として， 本研究は， 監査人の規模

が要管理先と破綻懸念先の貸倒引当率 に及ぼす

影響について分析を行った。

分析の結果は， 中小監査事務所に比べると，

大手監査事務所は顧客 銀 行に対して要管理先の

貸倒引当率を保守的に見積もるように促してい

ることを示唆している。 他方で， 破綻懸念先に

対する貸倒引当率については， 大手監査事務所

と中小監査事務所との聞に差を見いだせなかっ
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表9 一般貸倒 引 当 金モ デル ( 1 )式 の 推定結果 (サン プ ル を 有事対 応期間 &DCF 1 =0 に 限定)

VARIABLES ( 1 )  (2) (3) (4) (5 )  (6)  

NPLO -0.004市* -0.005事* -0.005*ホ -0.004事* -0.004事事 -0.005*ホ
(-2. 1 3 )  (-2.23 )  (-2.30) (-2. 1 9) (-2.24) (-2.4 1 ) 

NPL1 0.079柿 0.073*申 0. 1 33**事 0.076** 0.065市場
0. 1 5 1 場市* (2凋) (2.28) (4.25) (2.5 1 )  (2. 1 1 )  

BIG N (4.22) -0.000 0.00 1 -0.000 
0.00 1 ** (-0. 1 9) ( 1 .55)  (-0.3 1 ) 

NPLl xBIG N (2. 1 7)  0.078*事事 0.085紳 0.062*事* 0.074事*
(3.27)  (2.27) (2 .80) (2.00) 

FIRST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
( 1 .46) ( 1 .37)  ( 1 .36) (0.39) (0.37) (0.37) 

SMELOAN 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 
( 1 .07 )  ( 1 . 14) ( 1 . 1  7)  (0.00) (0.05) (0.09) 

SIZE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
(0. 1 9) (0.20) (0.2 1 )  (0.28) (0.23) (0.26) 

BHC 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 
( 1 訓) ( 1 .92) ( 1 虫) ( 1 .2 1 )  ( 1 .22) ( 1 .22) 

PRIVATE 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
(0.02) (-0. 1 7 ) (-0. 1 9) (-0.36) (-0.5 1 ) (ー0.56 )

BUFFER -0.038*** -0.037*** -0.037"''''''' 
(-5.54) (-5.46) (-5.45 ) 

EBTP 0.053ホ* 0.058** 0.059事事
(2.02) (2 . 1 8 )  (2.22) 

CHEBTP 0.0 1 2  0.0 1 5  0.0 1 5  
(0.69) (0.82) (0.86) 

Cons飽nt 0.003 0.004 0.004 0.006"'* 0.007"'* 0.007"'* 
(0.80) ( 1 .03) ( 1 .08) (2.05) (2.23) (2.33) 

Observations 88 1  88 1  88 1  88 1  88 1 88 1 
Adj.R・sqωred 0.293 0.299 0.299 0.345 0.349 0.349 
Year FE YES YES YES YES YES YES 

(注)括弧内 の 数 値は銀行 と 年度で修正 を 施し た頑健な t 値であ る (Petersen 2009) 。
紳 と *"'*はそれぞれ 係 数 が 5%水準 と 1 %水準で有意であ る こ と 示し て い る 。

た。 これらの結果は. 分析期 間 を金融監督行政

が有事対応の期 間 に限定しでも. また， キャ ッ

シュ ・ フロー見積法を適用していない銀行にサ

ンプル を限定しでも， 同様の結果を得 ている。

よって， 金融検査が厳格であるときには， 中小

監査事務所に比して， 大手監査事務所は顧客銀

行に対して要管理先の貸倒引当率を保守的に見

積もるように促していることを示唆している。

こうした本 研究の結果は， 今後の金融制度と

会計制度に係る制度設計への示唆に富 む もので

あろ う。 例えば， 金融庁 は銀行監督当局であ

り， かつ監査人を所管する証券市場監督当局で

もある。 そのため， 投資家に対して公表される

銀行の財務諸表における適 正な償却・引当額と

銀行監督当局が望む償却・引 当額との聞には利

益 相反 があり得 る(例えば， 越 智 2013;児嶋

2015 ， 189)。 そうした懸念に対して， 本 研究は

ひとつの実証結果を示したものである。

なお， 本研究の実証結果の射程 について注意

すべきは， まず分析期 間である。 本 研究の分析

期 間は2000年度から2016年度での期 間 に限定

している。 次に， すべての中小・地域金融機関

を分析対象としたわ けではないということであ

る。 今後は信 用 金庫 も加えた分析を行うことに

よって， 本 研究の実証結果の一 般妥当性が確 保

されるものと考 える。 また， 本 研究では Ni

cole tti (2018)のように貸倒引当金繰入額の適

時性に関する議論を展開 し得なかった。 これら

については今後の課題としたい。
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